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議長 

 

議事に入ります。次第に沿って順次進めてまいりますので、議事が円滑

に進みますようご協力のほどよろしくお願い申し上げます。 

それでは、議案第１号農地法第３条の規定による許可申請について、審

議を行います。 

事務局から説明をお願いいたします。 

 

事務局長 議案第１号農地法第３条の規定による許可申請について、ご説明いたし

ます。 

【議案書読み上げ】 

説明は以上です。 

 

議長 

 

それでは、議案第１号農地法第３条の規定による許可申請の整理番号３

－１について審議いたします。 

地区担当委員から現地調査報告をしていただきます。地区担当委員の田

島慎司推進委員より現地調査報告をお願いいたします。 

 

推７番 

 

 

 

議案第１号農地法第３条の規定による許可申請の整理番号３－１につい

て、５月２０日に肥沼健一委員とともに現地調査をしましたので、その状況

を報告いたします。 

申請地は、大字長沢字田中地内にある畑１筆、面積３８０㎡です。 

農地の現況は、保全管理されております。 

譲受人は、農業経営の開始のために申請されるとのことです。 

譲受人からは、申請地における作付け計画書が提出されており、計画では

カボチャ、キュウリ、トマトなどを作付けするとのことです。 

また、通作については自宅に隣接しておりますので特段の問題はない

と考えます。 

以上のことから現地調査をしたところでは、この所有権移転は適当で

あると思います。 

説明は以上です。 

 

議長 事務局から補足説明をお願いいたします。 

 

事務局 

 

 

 

議案第１号農地法第３条の規定による許可申請の整理番号３－１につ

いて補足説明いたします。 

申請者、申請地、目的は議案書のとおりとなっております。 

現地の状況につきましては、田島慎司推進委員の説明のとおりです。 

譲受人は現在、市内の戸建て住宅に家族３人で居住しています。 

譲受人の農作業の経験については、３０年以上の経験があります。 

譲受人からは、カボチャ、キュウリ、トマトなどの作付け計画が提出さ
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れております。 

また、通作に関してですが、自宅に隣接しておりますので問題ありませ

ん。 

こうしたところから、申請農地を譲り受けるため申請するものです。 

申請年月日は、令和６年５月７日、同日農業委員会受付となっています。 

次に、審査基準のうち該当する５つについて御説明します。 

１つ目、申請農地の小作人の有無については、特にございません。 

２つ目、機械の所有状況ですが、耕耘機１台を所有しております。 

３つ目、生産法人関係なので、該当ありません。 

４つ目、権利を取得する者が常時農作業に従事すると認められ、３条２

項４号には該当しません。 

５つ目、申請人が権利取得後に、農地の集団化、効率化、その他周辺農

地への支障は生じないものと考えられます。 

補足説明は以上です。 

 

議長 同行して調査していただきました肥沼健一委員、何か意見等ございます

か。 

 

６番 田島慎司推進委員と同様の意見です。 

 

議長 ただいまから質疑に入らせていただきます。担当委員、推進委員の現地

調査報告及び事務局から補足説明のあった議案第１号農地法第３条の規

定による許可申請の整理番号３－１について、何かご意見、ご質問等ござ

いますか。 

 

 【なしの声あり】 

 

議長 

 

無いようでしたら、議案第１号農地法第３条の規定による許可申請の整

理番号３－１について、許可するものとして賛成の方は挙手を願います。 

 

 【全員挙手】 

 

議長 

 

 

 

全員賛成でございますので、本件については許可するものとします。 

続きまして、議案第２号農地法第４条の規定による許可申請の整理番号

４－１について審議いたします。 

それでは事務局の説明をお願いいたします。 

 

事務局長 

 

議案第２号農地法第４条の規定による許可申請について、ご説明いたし

ます。 



 3 

事務局長 【議案書読み上げ】 

説明は以上です。 

 

議長 それでは、議案第２号農地法第４条の規定による許可申請の整理番号４

－１について審議いたします。 

地区担当委員から現地調査報告をしていただきます。地区担当委員の小

谷野伸一委員より現地調査報告をお願いいたします。 

 

８番 議案第２号農地法第４条の規定による許可申請の整理番号４－１につ

いて、５月１７日に河野和昭推進委員とともに現地調査をしましたので、

その状況を報告いたします。 

申請地は大字芦苅場字久保地内にある畑１筆、面積４０５㎡です。 

農地の現状は、保全管理されております。 

周辺農地への影響ですが、特段の問題はないと考えます。 

現地調査においては、この農地転用許可申請は適当であると考えており

ます。 

説明は以上です。 

 

議長 事務局から補足説明をお願いいたします。 

 

事務局 議案第２号農地法第４条の規定による許可申請の整理番号４－１につ

いて補足説明いたします。 

申請者、申請地、目的は議案書のとおりとなっております。 

現地の状況については、小谷野伸一委員の説明のとおりです。 

申請者は、大字芦苅場地内でブドウや梨を生産・直売している農家の方

です。 

生産物は全て直売や地方発送を行い、営んでおります。販売時期につい

ては、８月から１０月中旬までの約２ヶ月半となります。 

午前９時半の開店時間の前からお客さんが来始め、多い時には２０台程

度の乗用車での来客があり、店舗の前の市道に並んでしまいます。店舗の

ある敷地には６台の駐車スペースしかなく前面の市道が渋滞することに

なり、通行に支障を及ぼすなど迷惑をかけてしまいます。 

このことから販売の始まる８月から、撤去作業を考慮し１０月末までの

３ヶ月間を申請期間とし申請地を駐車場としたく申請するものです。 

なお、今回の申請は一時転用となります。工事完了後は、農地に回復す

ることとなっております。 

申請年月日は、令和６年５月７日、同日農業委員会受付となっています。 

次に、農地法に基づく農地転用許可の検討事項について説明します。 

農地区分は、「農用地区域内にある農地以外の農地であって」、「おおむね
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１０ヘクタール以上の規模の一団の農地の区域にある農地」と判断でき、

第１種農地に該当します。第１種農地の不許可の例外として「地域の農業

の振興に資する施設として掲げるもの」のなかで「周辺の地域において居

住する者の日常生活上又は業務上必要な施設で集落に接続して設置され

ているもの」で、「集団的に存在する農地をさん食し、又は分断するおそれ

がない」もので、「既存の集落と申請に係る農地の距離が最小限と認められ

るもの」と判断できます。 

次に、農地法に基づく農地転用許可の検討事項について説明します。 

農地区分は、「農用地区域内にある農地以外の農地であって、甲種農地、

第１種農地及び第３種農地のいずれの要件にも該当しない農地」と判断で

き、第２種農地に該当します。 

次に、転用に関する８つの審査基準についてご説明します。 

１つ目、転用行為に必要な資力信用ですが、今回の申請に関して敷砂利等

もせずそのままの状態で使用することから整地費用等は掛からないという

ことで関係書類等の確認をしております。 

２つ目、利害関係人の同意ですが、本申請地について、小作人等はおりま

せん。 

３つ目、許可後の実効性ですが、聞き取り等から判断して、実効されない

ということはないと考えております。 

４つ目、申請事業の施工に関して行政庁の免許、許可、認可等の処分の見

込みですが、特段各課から指示等はございません。 

５つ目、他の土地と一体利用の見込みですが、該当はありません。 

６つ目、利用面積ですが、配置図等から判断して妥当と考えます。 

７つ目、聞き取り等から、当事業が造成のみで、事業に供されないことは

ないと考えております。 

８つ目、周辺農地への影響ですが、特段問題ないと考えております。 

補足説明は以上です。 

 

議長 同行して調査していただきました河野和昭推進委員から、何か意見等預

かっていますか。 

 

８番 特段問題ないとの意見をいただいております。 

 

議長 ただいまから質疑に入らせていただきます。地区担当委員の現地調査報

告及び事務局から補足説明のあった議案第２号農地法第４条の規定によ

る許可申請の整理番号４－１について、何かご意見、ご質問等ございます

か。 
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推３番 今回、農地の一部を一時転用する計画ですが、申請地以外の農地に車両

が入らないようにする対策をした方が良いと思います。 

 

事務局 事務局より申請人に伝えます。 

 

８番 一時転用が可能な期間は最長どのくらいですか。 

 

事務局 最長３年間です。ただし、必要最低限での期間となります。 

 

４番 一時転用の許可期間以降にも、利用客が車両を停めてしまう恐れはない

でしょうか。 

 

事務局 一時転用の許可期間以降に、車両を停めてしまうことのないよう、事務

局より指示します。 

 

議長  他にご質問ございますでしょうか。 

 

 【なしの声あり】 

 

議長 他に無いようでしたら、議案第２号農地法第４条の規定による許可申請

の整理番号４－１について、許可すべきものとして賛成の方は、挙手を願

います。 

 

 【全員挙手】 

 

議長 全員賛成でございますので、本件については許可すべきものとし、意見

書を付して県に進達いたします。 

続きまして、議案第３号農地法第５条の規定による許可申請について審

議いたします。 

事務局の説明をお願いいたします。 

 

事務局長 議案第３号農地法第５条の規定による許可申請について、ご説明いたし

ます。 

【議案書読み上げ】 

説明は以上です。 

 

議長 それでは、議案第３号農地法第５条の規定による許可申請の整理番号５

－１について審議いたします。 

地区担当委員の浅見豊樹推進委員より現地調査報告をお願いいたしま
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す。 

 

推２番  議案第３号農地法第５条の規定による許可申請の整理番号５－１につい

て、５月２２日に小川英之委員とともに現地調査しましたので、その状況を

報告します。 

申請地は大字坂石字深畑地内にある畑１筆、面積８７３㎡です。 

農地の現況ですが、保全管理されております。 

周辺農地への影響は特段ないものと考えられます。 

以上、現地調査においてこの農地転用許可申請は適当であると考えます。 

説明は以上です。 

 

議長 事務局から補足説明をお願いいたします。 

 

事務局 議案第３号農地法第５条の規定による許可申請の整理番号５－１につ

いて補足説明いたします。 

申請者、申請地、目的は議案書のとおりとなっております。 

現地の状況については浅見豊樹推進委員の説明のとおりです。 

申請者は現在、市内で土木・建設工事業を営んでおります。 

現在、既設の資材置場については、市内の本社周辺及び最寄りの駅付近

並びに横瀬町内にて借用している資材置場となります。 

駅付近の資材置き場には重機を置いていますが、２台が盗難に合って状

況であり、より安全な場所に移動をする必要があります。また、横瀬町の

資材置場については横瀬駅の工事が近いうちに完了することから賃貸契

約を終了する予定でありますが、そこに置いている単管パイプや足場板な

どの建設資材を別の場所に移し替える必要があります。 

このことから、駅付近の資材置場に置いている重機を申請地に移動さ

せ、空いた部分に横瀬町の資材置場に置いている建設資材を移動させる予

定としております。 

申請地は本社の道向かいにあり３０ｍほどの距離であることから目視

しやすく安心して管理が可能となります。また、農地以外の他の場所につ

いても探しましたが周辺では条件に合う場所がありませんでした。 

申請地であれば、周辺を資材・車両置場として利用しているため、併せ

て管理がしやすくなり、これ以上条件の良い土地はありません。また、土

地所有者に土地を譲っていただけるか相談をしたところ了承をいただく

ことができたことから、今回の申請地を資材置場の敷地としたく申請する

ものです。 

申請年月日は、令和６年５月７日、同日農業委員会受付となっています。 

次に、農地法に基づく農地転用許可の検討事項について説明します。 

農地区分は、「農用地区域内にある農地以外の農地であって、甲種農地、
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第１種農地及び第３種農地のいずれの要件にも該当しない農地」と判断で

き、第２種農地に該当します。 

次に、転用に関する８つの審査基準についてご説明します。 

１つ目、転用行為に必要な資力信用ですが、今回の申請に関して土地購入

費に対し、全額自己資金にて対応するとのことで関係書類等の確認をして

おります。 

２つ目、利害関係人の同意ですが、本申請地について、小作人等はおりま

せん。 

３つ目、許可後の実効性ですが、聞き取り等から判断して、実効されない

ということはないと考えております。 

４つ目、申請事業の施工に関して行政庁の免許、許可、認可等の処分の見

込みですが、特段各課から指示等はございません。 

５つ目、他の土地と一体利用の見込みですが、該当はありません。 

６つ目、利用面積ですが、配置図等から判断して妥当と考えます。 

７つ目、聞き取り等から、当事業が造成のみで、事業に供されないことは

ないと考えております。 

８つ目、周辺農地への影響ですが、特段問題ないと考えております。 

補足説明は以上です。 

 

議長  同行して調査していただいた小川英之委員、何か意見ございますか。 

 

５番  この農地転用許可申請は適当であると思います。 

 

議長 ただいまから質疑に入らせていただきます。担当委員、推進委員の現地調

査報告及び事務局から補足説明のあった議案第３号農地法第５条の規定に

よる許可申請の整理番号５－１について、何かご意見、ご質問等ございま

すか。 

 

 【なしの声あり】 

 

議長 無いようでしたら、議案第３号農地法第５条の規定による許可申請の整

理番号５－１について、許可すべきものとして賛成の方は、挙手を願いま

す。 

 

 【全員挙手】 

 

議長 全員賛成でございますので、本件については許可すべきものとし、意見

書を付して県に進達いたします。 

続きまして、議案第３号農地法第５条の規定による許可申請の整理番号
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５－２について審議いたします。 

地区担当委員の柏﨑光一推進委員より現地調査報告をお願いいたしま

す。 

 

推３番 

 

 議案第３号農地法第５条の規定による許可申請の整理番号５－２につい

て、５月２０日に大野忠司委員とともに現地調査しましたので、その状況を

報告します。 

申請地は大字下赤工字落合地内にある畑１筆、面積３８０㎡です。 

農地の現況ですが、保全管理されております。 

周辺農地への影響は特段ないものと考えられます。 

以上、現地調査においてこの農地転用許可申請は適当であると考えます。 

説明は以上です。 

 

議長 事務局から補足説明をお願いいたします。 

 

事務局 議案第３号農地法第５条の規定による許可申請の整理番号５－２につ

いて補足説明いたします。 

申請者、申請地、目的は議案書のとおりとなっております。 

現地の状況については柏﨑光一推進委員の説明のとおりです。 

申請者は現在、市内において土木・建設工事業を営んでおります。 

現在の資材置場については、申請地以外の場所にて借用しております

が、重機の積み下ろしの際に県道にはみ出しての作業となったり、重機に

付着した土砂が借地にたい積しないように敷き鉄板を敷いたりするなど

使い勝手も悪く、さらに隣接地には保育園もあり園児のお昼寝の時間帯な

どは騒音等にも特段の配慮が必要になるなど、作業の効率性の面において

以前から不便に感じている状況です。農地以外の他の場所についても資材

置場として適地を探しましたが周辺では条件に合う場所がありませんで

した。 

このような状況であることを知り合いの方に相談したところ、申請地を

紹介されたものです。申請地は事務所から近く、立地的にも周囲への騒音

による影響は少ないと考えられます。また、重機の積み下ろしなどの利便

性もよいなど申請地であれば、管理がしやすくなり、これ以上条件の良い

土地はありません。また、現在の資材置場についてはトレーラーの出入り

時の困難は解消されるので大型重機の置場として引き続き使用していく

予定です。 

このことから、今回の申請地を小型機械や倉庫等を設置するなど資材置

場の敷地としたく申請するものです。 

申請年月日は令和６年５月７日、同日農業委員会受付となっています。 

次に、農地法に基づく農地転用許可の検討事項について説明します。 
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農地区分は、「農用地区域内にある農地以外の農地であって、甲種農地、

第１種農地及び第３種農地のいずれの要件にも該当しない農地」と判断で

き、第２種農地に該当します。 

次に、転用に関する８つの審査基準についてご説明します。 

１つ目、転用行為に必要な資力信用ですが、今回の申請に関して土地購入

費、造成費に対し、全額自己資金にて対応するとのことで関係書類等の確

認をしております。 

２つ目、利害関係人の同意ですが、本申請地について、小作人等はおりま

せん。 

３つ目、許可後の実効性ですが、聞き取り等から判断して、実効されない

ということはないと考えております。 

４つ目、申請事業の施工に関して行政庁の免許、許可、認可等の処分の見

込みですが、特段各課から指示等はございません。 

５つ目、他の土地と一体利用の見込みですが、該当はありません。 

６つ目、利用面積ですが、配置図等から判断して妥当と考えます。 

７つ目、聞き取り等から、当事業が造成のみで、事業に供されないことは

ないと考えております。 

８つ目、周辺農地への影響ですが、特段問題ないと考えております。 

補足説明は以上です。 

 

議長  同行して調査していただいた大野忠司委員、何か意見等ございますか。 

 

１番  柏﨑光一推進委員と同様の意見です。 

 

議長 ただいまから質疑に入らせていただきます。担当委員、推進委員の現地調

査報告及び事務局から補足説明のあった議案第３号農地法第５条の規定に

よる許可申請の整理番号５－２について、何かご意見、ご質問等ございま

すか。 

 

６番 申請は、相続人が不在なため、代理人が申請人となっているのですか。 

 

事務局 

 

そのとおりです。 

議長 他にご質問ございますでしょうか。 

 

 【なしの声あり】 

 

議長 他に無いようでしたら、議案第３号農地法第５条の規定による許可申請

の整理番号５－２について、許可すべきものとして賛成の方は、挙手を願
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います。 

 

 【全員挙手】 

 

議長 全員賛成でございますので、本件については許可すべきものとし、意見

書を付して県に進達いたします。 

続きまして、議案第４号農用地利用集積計画（案）について審議いたし

ます。事務局の説明をお願いいたします。 

 

事務局長 議案第４号農用地利用集積計画（案）について、ご説明いたします。 

【議案書読み上げ】 

なお、詳細は担当から説明いたします。 

  

事務局 それでは、議案第４号農用地利用集積計画（案）について補足説明いた

します。 

整理番号１番の方は、新規の利用権の設定になります。 

経営作物は、主に枝豆やブロッコリー等の露地野菜になります。 

販路としては、スーパーへの出荷などです。 

整理番号２番の方は、利用権の設定の更新になります。 

山梨県立農業大学校を卒業後、同県のハーブ園にて農業経営を学び、現

在、化学肥料は一切使わない有機栽培を行っております。 

経営作物としては、主にラベンダー、レモングラス、ミント、エキナセ

ア等のハーブです。 

販売方法としては、ハーブ茶として、知り合いを通じて仲間へ卸してい

たり、インターネット販売をしております。 

整理番号３番の方は、１筆が新規での利用権設定で他の２筆が利用権の

設定の更新になります。 

経営作物は、主に大豆、麦、野菜等の様々な品種の野菜を作付けしてお

ります。 

販路としては、有機栽培による野菜のセット販売を行っています。 

整理番号４番の方は、利用権の設定の更新になります。 

経営作物は、有機農法での少量多品目の露地野菜になります。 

販路としては、個人宅への配送などです。 

整理番号５番の方は、利用権の設定の更新になります。 

大河原工業団地内に工場を構える企業で、既に大字上畑地内にて農業経

営を行っております。 

建設資材のリース業を行っているため、農業用ハウスの資材にも活用で

き、初期投資も抑えられるため、施設園芸として、高床式砂栽培農法によ

り栽培を行っております。 
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農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の第１号、農用地利用集積計画

の内容が基本構想に適合するものであるかですが、全員の方が適合するも

のと判断されます。 

次に、第２号のイ、農用地の全てを効率的に利用して耕作の事業を行う

と認められるかどうかについては、認められると判断されます。 

また、ロ、耕作の事業に必要な農作業に常時従事すると認められるかど

うかについては、現状を見ますと認められると判断されます。 

以上のことから、特に不承認に該当するものはありません。 

説明は以上です。 

 

議長 それでは、質疑に入らせていただきます。質問、意見等ございますか。 

 

 【なしの声あり】 

 

議長 無いようでしたら、承認することに賛成の方は、挙手願います。 

 

 【全員挙手】 

 

議長 全員賛成でございますので、承認することといたします。 

続きまして、報告第１号農地法第４条の規定による農地転用届出及

び、報告第２号農地法第５条の規定による農地転用届出についてご確認

していただき、質問等あればお願いいたします。 

 

 【なしの声あり】 

 

議長 なしとのことですので、次にその他事項に移らせて頂きます。 

事務局より説明をお願いいたします。 

 

 【案件４「その他」に記載】 

 

議長  以上をもちまして、予定されました議案の審議等が全て終了いたしま

したので議長の職を降ろさせていただきます。 

 

事務局  閉会を大野忠司会長職務代理から申し上げます。 

 

会長職務代理 以上をもちまして、令和６年５月飯能市農業委員会総会を閉会しま

す。 

 

 


